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◎
第
４
回
定
例
会
は
、12
月
16
日
か

ら
20
日
ま
で
の
５
日
間
を
会
期
と
し

て
開
催
し
、市
長
と
議
員
が
提
案
し

た
議
案
を
審
議
し
す
べ
て
原
案
ど
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
定
例
会
は
４
人
の
議
員
か

ら
一
般
質
問
の
通
告
が
あ
り
、建
設

的
な
議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

【
谷
内
議
員
】

▼
防
災
に
つ
い
て（
災
害
時
の
初
動

体
制
と
市
民
周
知
、町
内
会
等
の
自

主
防
災
組
織
と
の
連
携
、非
常
用
備

蓄
品
の
整
備
）

【
畠
山
議
員
】

▼
シ
ニ
ア
世
代
の
活
躍
す
る
ま
ち
に

つ
い
て（
地
域
資
源
の
有
効
活
用
）

▼
市
民
の
交
通
手
段
の
確
保
に
つ
い

て（
市
営
バ
ス
の
運
行
の
考
え
方
）

【
浅
尾
議
員
】

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て

（
現
状
と
今
後
の
対
応
）

▼
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て（
認
定

こ
ど
も
園
の
開
設
に
係
る
対
応
、幼

保
無
償
化
の
対
応
状
況
と
今
後
の
考

え
方
）

【
只
野
議
員
】

▼
市
立
三
笠
総
合
病
院
に
つ
い
て

（
地
域
医
療
構
想
、今
後
の
病
院
の
あ

り
方
）

▼
三
笠
市
文
化
芸
術
振
興
促
進
施
設

に
つ
い
て（
施
設
の
位
置
づ
け
、運

用
）

▼
下
水
道
料
金
に
つ
い
て（
市
民
説

明
会
で
出
さ
れ
た
疑
問
、不
安
、消
費

税
増
税
と
の
関
わ
り
）

　

市
長
提
案
で
は
、地
方
公
務
員
法

と
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に

よ
り
、そ
の
職
員
の
給
与
な
ど
に
関

し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る「
三
笠

市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」、芸
術
作

品
を
保
存
・
展
示
し
、三
笠
市
の
文
化

芸
術
の
振
興
と
発
展
を
図
る
た
め
の

施
設
を
設
置
す
る「
三
笠
市
文
化
芸

術
振
興
促
進
施
設
設
置
条
例
」な
ど

条
例
制
定
３
件
。国
家
公
務
員
の
給

与
に
関
す
る
人
事
院
勧
告
に
よ
り
国

家
公
務
員
の
給
与
が
改
定
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、こ
れ
に
準
じ
た「
三
笠
市

長
等
の
給
料
等
条
例
の
一
部
改
正
」、

三
笠
市
の
合
葬
墓
の
設
置
に
伴
い
、

使
用
料
や
使
用
者
の
要
件
を
規
定
す

る「
三
笠
市
墓
地
設
置
条
例
の
一
部

改
正
」、三
笠
市
下
水
道
会
計
の
健
全

な
経
営
を
確
保
す
る
た
め
下
水
道
使

用
料
の
必
要
な
改
正
を
行
う「
三
笠

市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
」な
ど

条
例
改
正
６
件
。妊
娠
を
望
む
夫
婦

の
経
済
的
負
担
や
心
身
へ
の
負
担
軽

減
の
ほ
か
、出
生
率
の
向
上
を
目
的

に
行
っ
た
事
業
の
対
象
者
が
増
加
し

た
こ
と
に
伴
う
費
用
82
万
円
、冬
季

間
の
災
害
を
想
定
し
た
備
蓄
品
を
整

備
す
る
費
用
６
５
４
万
円
な
ど
を
増

額
す
る「
令
和
元
年
度
三
笠
市
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
５
回
）」な
ど
補

正
予
算
11
件
。そ
の
ほ
か「
市
道
の
廃

止
」１
件
、「
人
権
擁
護
委
員
候
補
者

の
推
薦
」１
件
、計
22
件
を
原
案
ど
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、成
年
被
後
見
人
等
の

権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化

等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、印

鑑
登
録
資
格
者
に
関
す
る
規
定
に
つ

い
て
必
要
な
改
正
を
行
う「
三
笠
市

印
鑑
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
専
決
処
分
」な
ど
専
決
処
分

２
件
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
員
提
案
で
は
、「
議
会
運
営
委
員

会
及
び
常
任
委
員
会
所
管
事
項
調

査
」１
件
と「
地
域
振
興
対
策
特
別
委

員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
」１
件
を

原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
市
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

【問合先】
議会事務局議会係

☎②3194

重要議案に対する採決結果について

　三笠市議会基本条例第4条第5項では、重要な議案に対す
る各議員の対応について、市民が的確に評価できるよう広
報などで情報の提供に努めることとしています。
　この規定に基づき、各議員の対応について次のとおり公
表します。

事件名
（ 内容 ）

議決
月日 賛成 反対 議決

結果

三笠市下水道条例の
一部改正

（下水道事業会計の健全な
経営の確保を目的とした下
水道料金の改定）
・家事用、業務用、浴場
用、5％引上

12/20

8 1

可  決

赤川
浅尾
折笠
畠山
澤田
谷内
儀惣
谷津

只野

※武田議員は、議長のため採決には加わっていません。
※重要な議案とは、市政運営に重大な影響をもたらす新た
な事業や、公共料金の改定、議会組織に関すること（議員定
数等）などを指します。

　

今
回
の
定
例
会
で
は
、６
人
の
方

が
傍
聴
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
回
の
定
例
会
は
３
月
に
開
催
し

ま
す
の
で
、皆
さ
ん
の
傍
聴
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

※
な
お
、本
会
議
の
会
議
録
は
、で
き

上
が
り
次
第
、三
笠
市
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。ま
た
、市
役

所
１
階
市
民
生
活
課
市
民
室
と
公
民

館
内
図
書
館
入
口
横
に
も
会
議
録
を

設
置
し
ま
す
。

　
一
般
質
問

　
主
な
議
決
内
容

　
　
　

第
４
回
定
例
会
を
開
催


